
「島根県設計・測量・調査等業務成績評定要領」 新旧対照表 

改定後（R02.4.1） 改定前（H31.4.1） 

（評定の方法） 

第５ 評定は、委託業務等ごと、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行う。 

２．評定は、委託した業務の主たる内容により「地質調査・測量・調査業務成績考課表」（様式

第１号）、「設計（調査・計画）業務成績考課表」（様式第１号）、「設計（概略・予備）業務成績

考課表」（様式第１号）、「設計（詳細）業務成績考課表」（様式第１号）のいずれか一つで行う。 

（評定の報告） 

第６ 評定者は、第５の「業務成績考課表集計一覧表」（様式第３号）の結果を「委託業務成績評

定表」（様式第２号）に記載し、完了確認検査調書に添付して課長（室長）又は所長等に報告す

る。 

（附則） 

この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

この要領は、平成２０年６月１日から施行する。 

この要領は、平成２４年１月１日から施行する。 

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。

（評定の方法） 

第５ 評定は、委託業務等ごと、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行う。 

２．評定は、委託した業務の主たる内容により「地質調査・測量・調査業務成績考査表」（様式

第１号）、「設計業務（概略〔予備〕設計）成績考査表」（様式第１号）、「設計業務（詳細設計）

成績考査表」（様式第１号）のいずれか一つで行う。 

（評定の報告） 

第６ 評定者は、第５の「業務成績考査表」（様式第３号）の結果を「委託業務成績評定表」（様式

第２号）に記載し、完了確認検査調書に添付して課長（室長）又は所長等に報告する。 

（附則） 

この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

この要領は、平成２０年６月１日から施行する。 

この要領は、平成２４年１月１日から施行する。 

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 



「島根県設計・測量・調査等業務成績評定要領」 新旧対照表 

改定後（R02.4.1） 改定前（H31.4.1） 

考課表（評価対象項目・配点等の全面改定） 考課表 



別紙１「島根県委託業務成績評定点通知公表実施要領」 新旧対照表 

改定後（R02.4.1） 改定前（H31.4.1） 

（説明請求に対する回答） 

第６ 当該委託業務等を所掌する課長（室長）又は所長等は、評定点の通知を受けた受託者から評

定点についての説明を求められた場合、速やかに書面により回答する。 

２ 当該委託業務等を所掌する課長（室長）又は所長等は、前項の回答をする場合、島根県委託業

務成績評定評価委員会に意見を求めることができる。  

３ 前項の島根県委託業務成績評定評価委員会は、「島根県工事成績評定要領」（平成２５年６月２

８日付け技第２１２号）に基づき設置された島根県工事成績評定評価委員会と兼ねることがで

きる。  

４ 島根県工事成績評定要領別紙４の「島根県工事成績評定点通知公表実施要領」の別紙５①～③

「島根県工事成績評定評価委員会規程」における「工事」を「工事又は委託業務等」に読み替え

ることができる。 

附則 

この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

この要領は、平成２０年６月１日から施行する。 

この要領は、平成２４年１月１日から施行する。 

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。

（説明請求に対する回答） 

第６ 当該委託業務等を所掌する課長（室長）又は所長等は、評定点の通知を受けた受託者から評

定点についての説明を求められた場合、速やかに書面により回答する。 

２ 当該委託業務等を所掌する課長（室長）又は所長等は、前項の回答をする場合、島根県委託業

務成績評定評価委員会に意見を求めることができる。  

３ 前項の島根県委託業務成績評定評価委員会は、「島根県工事成績評定要領」（平成１７年３月３

日付け技第７００号）に基づき設置された島根県工事成績評定評価委員会と兼ねることができ

る。  

４ 島根県工事成績評定要領別紙５の「島根県工事成績評定点通知実施要領」の別紙６「島根県工

事成績評定評価委員会規程」における「工事」を「工事又は委託業務等」に読み替えることがで

きる。 

附則 

この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

この要領は、平成２０年６月１日から施行する。 

この要領は、平成２４年１月１日から施行する。 

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 



業務成績評定要領 別紙 「考査基準」 新旧対照表 

改定後（R02.4.1） 改定前（H31.4.1） 

１．総括監督員は、評定趣旨を十分に理解し尊重したうえで、該当評価項目について、それぞれ総

合的に判断して評定するものとする。 

２．（主任）監督員及び完了確認検査員は、当該業務の履行状況に応じ、各評価項目の評定を行う

ものとする。（評価項目の追加、削除、もしくは評価比重の変更は行わない） 

瑕疵修補等による減点と手直し請求による減点を分けて記述 

「瑕疵修補」の表記を「契約不適合による履行の追完」に変更 

１．評定は、各評定者が順次実施し１枚の成績考査表で完成させる。（各評定者が別々に作成した

評定点を合算しても、適正な総合評定点は算出できない） 

ただし、総合評定は、完了確認検査員が行う。 

２．総合評定欄の「評定点の加重平均点」とは、小数点以下第１位を四捨五入して整数止めとした

１００点満点への換算である。 

以下、考査基準３，４の総合評定欄の減点は、１００点満点に換算した減点とし、整数止めとす

る。 



業務成績評定要領 別紙 「考査基準」 新旧対照表 

改定後（R02.4.1） 改定前（H31.4.1） 

６．業務の種別によって適用する考課表は次のとおりとする。

①地質調査・測量・調査業務考課表

・地質・土質調査業務共通仕様書に定める業務 

・測量業務共通仕様書に定める業務 

・別に定める単純調査業務 

②設計（調査・計画）業務考課表

・設計業務共通仕様書に定める調査業務及び計画業務 

③設計（概略・予備）業務考課表

・設計業務共通仕様書に定める概略設計及び予備設計

④設計（詳細）業務考課表 

・設計業務共通仕様書に定める詳細設計 

８．設計業務共通仕様書に定める「調査業務及」及び「計画業務」のうち、高度な技術をそれほど

必要としない単純なデータ処理業務や資料収集・整理業務等の単純調査業務は、「地質調査・測

量・調査業務」の範疇とする。別表４は単純調査業務の参考事例である。 

（記述なし） 

６． 委託する業務のなかには、高度な技術力をあまり必要としない単純なデータ処理業務や資料

収集・整理業務も含まれる。このような単純調査業務は、「地質調査・測量・調査業務」の範疇

とする。別表４は、単純調査業務の参考事例である。 



業務成績評定要領 別紙 「考査基準」 新旧対照表 

改定後（R02.4.1） 改定前（H31.4.1） 



業務成績評定要領 別紙 「考査基準」 新旧対照表 

改定後（R02.4.1） 改定前（H31.4.1） 



業務成績評定要領 別紙 「考査基準」  新旧対照表 

改定後（R02.4.1） 改定前（H31.4.1） 

参考：採点上の補足 

２．高度な技術レベルが求められる場合等について 

  “高度な技術レベル”“難易度の高い業務”とは、「建設コンサルタント業務等におけるプロ

ポーザル方式及び総合評価方式の運用ガイドライン」（H27.11、調査・設計等分野における品質

確保に関する懇談会）の標準的な業務内容に応じた発注方式事例に示される「知識」の高い業務

又は「構想力・応用力」の高い業務を指し、「プロポーザル方式」、「総合評価方式」の範囲に示

す業務を参考とすること。 

参考：採点上の補足 

２．高度な技術レベルが求められる場合等について 

細目で、“高度な技術レベル”“難易度の高い業務”の項目があるが、これに関しては「設計・

コンサルタント業務等入札契約問題検討委員会中間とりまとめ」に示される「知識」の高い業務

かつ／又は「構想力・応用力」の高い業務を指す。以下、標準的な業務内容に基づいた例を示

す。 


